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甲府市一般廃棄物処理基本計画 中間見直し - 概要版 - 

１  計画策定の趣旨  

計画策定の目的 

一般廃棄物処理基本計画（ごみ処理基本計画、生活排水処理基本計画）は、市町村が長期的・総合的視

点に立って、将来にわたり適正かつ計画的に一般廃棄物の処理を行うため、廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律（以下、「廃棄物処理法」という。）により定めるものとされています。 

令和7年度には、本計画策定時より5年が経過したことに伴い、目標値の達成状況や施策内容の確認等

の中間見直しを行いました。 

 

計画の位置づけ 
 

本計画は「廃棄物処理法」に基づく国の基本方針を踏まえるとともに、本市の総合計画や環境基本計画

等と連動した計画としております。 

 

計画目標年次 

本計画は、初年度を令和3年度、計画目標年次を令和12年度とした10年間計画です。なお、社会情勢

の変化や関係法令・上位計画との整合性等を勘案し、5年後の令和7年度を中間目標年度に設定し、必要

に応じて計画内容の見直しを行いました。 
 

年度 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 

計
画
期
間 

初
年
度 

   

中
間
目
標
年
度 

    

目
標
年
度 

 

 

国 県 甲府市 

   
第3次山梨県環境基本計画 

第5次山梨県廃棄物総合計画 

山梨県ごみ処理広域化計画 

第七次甲府市総合計画 

第三次甲府市環境基本計画 

甲府市一般廃棄物処理基本計画 

ごみ処理基本計画   
各種リサイクル法 グリーン購入法 

廃棄物処理法 
資源有効利用 

促進法 

環境基本法 

循環型社会 

形成推進基本法 
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２  ごみ処理基本計画 

ごみ処理の現状 

■ごみ排出量 

令和6年度の総排出量実績値は65,737.1tであり、平成27年度以降は減少の傾向にあります。 

また、1人1日あたり排出量は984.2gであり、同様に減少を続けています。 

 
※ 四捨五入の関係で、グラフ内の数値の合計が一致しないことがある。 

 

■資源化率 

資源化率は令和2年度から令和6年度にかけて減少傾向で推移しています。 
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■目標値の達成状況 

目標1で掲げているごみ総排出量、内訳で示されている1人1日当たりのごみ排出量、事業系ごみ年間

排出量は目標値を達成しているものの、1人1日当たりの家庭系ごみ排出量及び目標2の資源化率は目標

達成していません。 

■ごみ処理の課題 

〇発生抑制の推進 

本市のごみ排出量は減少傾向にあるものの、1人1日あたりのごみ排出量の更なる削減が求められま

す。今後も、生ごみに大量に含まれている水分を減少させるための水切りの徹底や生ごみの堆肥化を促

進する「ＥＭぼかし」、「しんぶんコンポスト」、「キエーロ」及び直接廃棄される生ごみを減らす食べき

りなど、ごみの発生抑制に向けた施策を展開していく必要があります。 

〇資源化率の向上 

資源化率の向上のため、ごみの排出段階における、資源可能なプラスチック製容器包装やミックスペ

ーパー等の分別排出の徹底や、生ごみの水分量を減らす取り組みにより、ごみ重量の削減を推進する必

要があります。 

 

ごみ処理基本計画 

■基本理念 

 

 

 

 

ごみ排出量の削減を徹底することは、限りある資源の使用の削減に繋がり、さらに、ごみ処理に関する

環境負荷も低減できます。 

本計画では、国が推進する「３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）」のなかで最も重要であるリ

デュース（発生抑制）に重きを置き、持続可能な循環型社会の構築に取り組むことを目指した基本理念を

定めます。 

 
目標値 

（令和6年度） 

実績値 

（令和6年度） 

目標値 

（令和12年度） 

目標1.ごみ総排出量 68,365 t 65,737.1 t 62,568 t 

内訳 

1人1日当たりの 

ごみ排出量 

1,029.8 

g/人・日 

984.2 

g/人・日 

982.3 

g/人・日 

1人1日当たりの 

家庭系ごみ排出量 

542.3 

g/人・日 

550.7 

g/人・日 

500.8 

g/人・日 

事業系ごみ年間 

排出量 
22,308 t 21,471.4 t 20,307 t 

目標2.資源化率 21.3 % 17.9 % 23.0 % 

みんなで取り組む３Ｒのまち 甲府 

～ごみの発生抑制と環境負荷の低減～ 
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■数値目標 

目標１ ごみ総排出量・・・令和12年度までに 8.8％ 削減 

現状    目標年度 

令和6年度    令和12年度 

65,737 t/年    59,936 t/年 

    ８.８％ 削減 

目標２ 資源化率・・・令和12年度までに 18.4％ 以上 

現状    目標年度 

令和6年度    令和12年度 

17.9 ％    18.4 ％ 

    0.5ポイント 増加 

※ 焼却灰から生成される溶融スラグを含む値。 

 

〇ごみ総排出量目標値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇資源化率目標値 
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■基本方針 

 

基本方針１  ごみの発生抑制 

市民・事業者・行政それぞれが主体となり、ごみを出さない意識や社会づくりを推進していくこと

が必要になります。本市は、この意識付けへの支援や動機付け、情報提供をしていくことにより、ご

みを出さない社会の形成を図ります。 

 

基本方針２  物の再使用・リサイクルの促進 

資源化を促進するために、広報こうふや市ホームページ、また、ごみ分別アプリなどの情報提供や、

ごみへらし隊による啓発活動を通して分別の徹底・推進・拡充を図っていきます。 

 

基本方針３  広域処理による効率的かつ安全・安心なごみ処理の推進 

ごみの広域処理を行っている笛吹市・山梨市・甲州市や、甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合と

連携を図り、安全・安心なごみ処理を実施します。 

 

■市民・事業者・行政の役割 

 

主 体 役 割 

市 民 
ごみの排出者であり、循環型社会づくりの担い手であることを自覚し、ごみの発生

抑制に配慮した消費行動やリサイクルの推進に努める。 

事業者 ごみの発生抑制や循環的利用を推進するための自主的・積極的な取り組みに努める。 

行 政 
ごみの発生抑制に係る市民、事業者の自主的な取り組みを促進するとともに、分別

収集や再生利用など積極的に取り組むことにより、循環型社会の構築に努める。 

 

 

■取り組みの例 

 

市 民： マイバッグ等の使用によるレジ袋の削減、ごみの排出ルールや資源物の分別の徹底 

事業者： 発生源における排出抑制、リサイクル製品、エコ商品の開発、再生品の使用促進 

行 政： 市民・事業者に対するごみの減量化・資源化推進に関する周知啓発、環境教育・環境学習の

充実、効率的かつ安全・安心な収集等の実施、多量排出事業者に対する減量化指導の徹底、

不法投棄防止対策の推進、ごみ減量に関する有効な施策の推進 
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■施策の体系 

 

基本理念  基本方針  施 策 
   
   

 

 １ 減量化計画 

み
ん
な
で
取
り
組
む
３
Ｒ
の
ま
ち 

甲
府 

 
 

 
 

～
ご
み
の
発
生
抑
制
と
環
境
負
荷
の
低
減
～ 

  １）生ごみの減量化及び堆肥化 

２）生ごみの水切り排出 

３）指定ごみ袋制度の継続 

４）資源物分別の徹底による燃えるごみ

の減量化 

５）食品ロスへの対策 
   

 

  
   

 2 収集運搬計画 
  １）広域処理による排出区分の対応 

２）資源物等の持ち去り禁止 

３）ふれあい収集 

４）将来の収集運搬量 
   
 

  
   

 

3 中間処理計画 
  １）中間処理施設の適正な維持管理 
   

 

  
   
 

4 資源化計画 
  1）有価物回収の推進 

2）資源物分別収集の推進 

3）特定家庭用電気機器のリサイクル 

4）使用済みインクカートリッジの回収 

5）廃食油の拠点回収の実施 

6）資源物ステーションの設置 

7）遊休陶磁器製食器の回収 

8）小型家電・家庭用パソコンの回収 

9）スラグの有効利用 

10）小型充電式電池等の回収 
   

 

  
   

 

5 最終処分計画 
  １）最終処分量の削減 

２）跡地利用計画の検討 
   
 

  
   

 6 啓発・推進計画 
  1）出前講座等の推進 

2）環境教育・普及啓発の推進 

3）リサイクル推進員による啓発活動 

4）多量排出事業者の指導 
   

 

  
   

 

７ その他の計画 
  １）廃棄物減量等推進審議会の活用 

２）不法投棄・不適正処理の防止 

３）災害廃棄物処理計画 

４）感染症対策 
    

ごみの発生抑制 

物の再使用・ 

リサイクルの促進 

広域処理による効率的 

かつ 

安全・安心な 

ごみ処理の推進 
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３  生活排水処理基本計画 

生活排水処理の現状と評価 

令和6年度末における生活排水処理率は98.5 %です。過去５年間の実績においても上昇傾向にあるこ

とから、市内の生活排水処理が進んでいると評価できます。 

 

生活排水処理基本計画 

■基本理念 

 

 

 

 

 

水環境への負荷を低減することは、自分たちの生活環境を豊かにするためだけでなく、下流部に位置す

る他市町への責任でもあり、わたしたちに課せられた務めであるといえます。 

快適さを実感できる生活環境を創出し、誰もが住み続けたいと思える「自然と調和した持続可能なま

ち」を目指した基本理念を定めます。 

 

■数値目標 
 

 

 

 

 

 

■基本方針 

 

基本方針１  施設整備の推進 

下水道整備や、合併処理浄化槽の設置推進を図ります。 

 

基本方針2  し尿及び浄化槽汚泥の適正処理の推進 

浄化槽の適正な維持管理を行うよう指導、啓発していくこととします。 

 

基本方針3  啓発活動の促進 

下水道供用開始区域内においては下水道への接続を推進し、下水道接続率の更なる向上を図りま

す。また、単独処理浄化槽などの管理者に対して適正処理等を指導、啓発するとともに、水質浄化意

識の高揚を促すものとします。  

年 度 現状（令和6年度） 目標値（令和12年度） 

生活排水処理率 98.5 ％ 98.8 ％ 

未来へつなぐ、美しい清流を育むまち 甲府 
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■施策の体系 

 

基本理念  基本方針  施 策 
   

未
来
へ
つ
な
ぐ
、
美
し
い
清
流
を
育
む
ま
ち 
甲
府 

  

 １ 整備計画及び維持管理計画 
  １）下水道 

２）合併処理浄化槽 

３）農業集落排水事業 

４）コミュニティプラント 

５）し尿処理施設 
   

 

  
   

 2 排出抑制・再資源化計画 
  １）排出抑制計画 

排出抑制に関する目標 

  排出抑制の方法 

２）再資源化計画 

再資源化に関する目標 

再資源化の向上 
   

 

  
   

 

3 し尿・汚泥処理計画 
  １）収集運搬計画 

  収集運搬に関する目標 

  収集区域の範囲 

  収集運搬の方法 

２）中間処理計画 

  中間処理に関する目標 

３）最終処分計画 

  最終処分に関する目標 
   

 

  
   

 

4 その他の施策 
  １）住民に対する広報・啓発活動 

２）下水道への接続 

３）合併処理浄化槽の設置整備 

４）浄化槽の適正な維持管理 

５）適正な廃棄物処理実施のための 

啓発活動 
   

 

 

施設整備の推進 

し尿及び浄化槽汚泥の 

適正処理の推進 

啓発活動の促進 
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